
 

 

２ 事例 
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〔解説〕 
経腸栄養法の状況が、「６か月の観察期間中に２８日

実施している。」ことから、４級相当は適当である。 

 

事例 １ 

適切な事例 

経腸栄養法実施（観察期間6か月） 

〔都の基準〕 

等級４級に該当する障害は、小腸切除又は小腸疾患

により永続的に小腸機能の著しい低下があり、か

つ、通常の経口による栄養摂取では栄養維持が困難

となるため、随時中心静脈栄養法又は経腸栄養法で

行う必要があるものをいう。 
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第2号様式(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書( 小腸機能 障害用) 

 総括表 

  

氏 名 ○○○○ ○年○月○日（３７歳） 男 女 

  

住 所 ○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記) 小腸機能障害 

② 原因となった

疾病・外傷名 
 クローン病 

外傷・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日   平成１４年８月頃 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

 

平成１４年８月発症のクローン病。回盲部に瘻孔を認め、平成２２年１１月回盲

部切除術施行。その後、吻合部狭窄認めており、令和１年１０月、吻合部肛門側結

腸穿孔にて、回腸部切除＋結腸部分切除術施行。以後、外来にて栄養療法、PSL、

ペンタサ内服にて経過観察中。 

令和４年３月の経管小腸造影で、吻合部再発の所見を認めている。 

 

        障害固定又は障害確定(推定) 令和２年１０月２７日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 

 

再燃、寛解をくり返しており、これまで２回手術施行。吻合部再発の所見も認め

られており、栄養療法の継続が必要である。 

 

〔将来再認定 要（軽度化・重度化）・不要〕 

〔再認定の時期 １年後・３年後・５年後〕 

⑥ その他参考となる合併症状  

上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 

令和４年６月３０日 

病院又は診療所の名称 ○○○○病院   電話  （  ） 

所 在 地 ○○○○○ 

診 療 担 当 科 目 消化器内科   医師氏名 ○○○○      ○印  

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

       ・該当する。 

       ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

       ４      級相当 

 

 留意事項 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問

い合わせする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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第12号様式(第3条関係) 

 小腸の機能障害の状況及び所見 

     身長 １６８ cm   体重 ７１ kg   体重減少率  ％ 

                         (観察期間   ) 

 1 小腸切除の場合   

  (1) 手術所見 ・切除小腸の部位   回腸   ・長さ  ９４ cm 

          ・残存小腸の部位  空回腸   ・長さ ３００ cm 

    ＜手術施行医療機関名  ○○○○○病院          ＞ 

     (できれば手術記録の写しを添付する｡) 

  (2) 小腸造影所見((1)が不明のとき｡)……(小腸造影の写しを添付する｡) 

    推定残存小腸の長さ、その他の所見 

  

2 小腸疾患の場合 

   病変部位、範囲、その他の参考となる所見 

   吻合部口側回腸の約７～８㎝にわたり、壁伸展不良と同部に多発する 

バリウム斑、毛羽立ちを認め、術後再発の所見と考える。 

現在、PSL増量し経過観察中。経管栄養療法の継続も必要である。 

     

  (注) 1及び2が併存する場合はその旨を併記すること。 

   

  

 

 

 

 

 

3 栄養維持の方法(該当項目に〇をする｡) 

  ① 中心静脈栄養法 

・開 始 日    

・カテーテル留置部位                  

・装 具 の 装 置                  
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・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に     ) 

・療 法 の 連 続 性   (持 続 的・間 歇 的) 

・熱 量   (1日当たり     Kcal)  

 

② 経腸栄養法 

・開 始 日   令和１年１０月１６日 

・カテーテル留置部位      胃内        

・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に ２８日間) 

・療 法 の 連 続 性   (持 続 的・間 歇 的) 

・熱 量   (1日当たり900～1200Kcal) 

  ③ 経口摂取 

・摂 取 の 状 態   (普通食、軽食、流動食、低残渣食) 

・摂 取 量   (普通量、中等量、少量) 

 4 便の性状 (下痢、軟便、正常)  排便回数(1日 ５～６ 回) 

 5 検査所見 (測定日令和４年６月１９日) 

   赤 血 球 数 441万 ／mm    血 色 素 量  12.7 g／dl 

   血 清 総 蛋 白 濃 度  7.2 g／dl  血清アルブミン濃度   4.2 g／dl 

   血清総コレステロール 144 mg／dl  中 性 脂 肪   162mg／dl 

   濃 度 

   血清ナトリウム濃度 141 mEq／l  血 清 カ リ ウ ム 濃 度   4.5mEq／l 

   血 清 ク ロ ー ル 濃 度 105 mEq／l  血清マグネシウム濃度      mEq／l 

   血清カルシウム濃度  9.1 mEq／l 

 (注) 1 手術時の残存腸管の長さは、腸間膜付着部の距離をいう。 

    2 中心静脈栄養法及び経腸栄養法による1日当たり熱量は、1週間の平均値によ

るものとする。 

    3 「経腸栄養法」とは、経管により成分栄養を与える方法をいう。 

    4 小腸切除(等級表1級又は3級に該当する大量切除の場合を除く｡)又は小腸疾患

による小腸機能障害の障害程度については再認定を要する。 

    5 障害認定の時期は、小腸大量切除の場合は手術時をもって行うものとし、そ

れ以外の小腸機能障害の場合は6箇月の観察期間を経て行うものとする。 
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〔解説〕 
 栄養摂取方法の確認時期が中心静脈栄養法を

開始してから１か月と尚早であるので、十分な

経過観察（６か月間）を経た後に申請を受理す

ることが適当である。 

事例 ２ 

不適切な事例 

中心静脈栄養法実施（観察期間１か月） 

〔都の基準〕 

（注８）障害認定の時期は、小腸大量切除の場合

は手術時をもって行うものとし、それ以外の小

腸機能障害の場合は６か月の観察期間を経て行

うものとする。 
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第2号様式(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書( 小腸機能 障害用) 

 総括表 

  

氏 名 ○○○○ ○年○月○日生（３２歳） 男 女 

  

住 所 ○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記) 小腸機能障害 

② 原因となった

疾病・外傷名 
 クローン病、短腸症候群 

外傷・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日   平成２４年１０月頃 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

平成２４年１０月より下血出現、クローン病の診断で平成2５年７月大腸亜全摘。 

平成2８年１１月直腸切断術、回腸瘻造設。令和１年４月小腸部分切除、空腸瘻造設。

以後外来通院にて点滴等を受けるも栄養不良著明。令和４年３月２７日より高カロリー

輸液施行。 

 

        障害固定又は障害確定(推定) 平成２６年４月頃 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 

現在、高カロリー輸液にて栄養管理中。今後、経腸栄養の併用により栄養維持は可

能と思われる。 

 

 〔将来再認定 要(軽度化・重度化)・不要〕 

〔再認定の時期  1年後・3年後・5年後 

⑥ その他参考となる合併症状  

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 

 令和４年４月３０日 

病院又は診療所の名称 ○○○○病院      電話  (  )     

所 在 地 ○○○○○○○○            

診 療 担 当 科 名  小児外科      医師氏名 ○○○○  ○印  

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

       ・該当する。 

       ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

       ４      級相当 

 

 留意事項 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問

い合わせする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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第12号様式(第3条関係) 

 小腸の機能障害の状況及び所見 

     身長 １７１ cm  体重 ５３ kg  体重減少率   ％ 

              （当院初診時48㎏） (観察期間   ) 

  

1 小腸切除の場合   

  (1) 手術所見 ・切除小腸の部位  空回腸  ・長さ    cm 

          ・残存小腸の部位  空腸   ・長さ １５０cm（空腸瘻） 

    ＜手術施行医療機関名  ○○○病院        ＞ 

     (できれば手術記録の写しを添付する｡) 

  (2) 小腸造影所見((1)が不明のとき｡)……(小腸造影の写しを添付する｡) 

    推定残存小腸の長さ、その他の所見 

 2 小腸疾患の場合 

   病変部位、範囲、その他の参考となる所見 

   小腸多発性瘻孔あり、小腸部分切除。トライツ靱帯より約150㎝のところで 

空腸瘻にしてある。結腸は全摘出している。現在腸瘻より１日700～1000ｍｌ 

の排液がみられ、経腸栄養のみにては栄養維持は困難と思われる。 

     

  (注) 1及び2が併存する場合はその旨を併記すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 栄養維持の方法(該当項目に〇をする｡) 

①  中心静脈栄養法 

   ・開 始 日    令和４年３月２７日 

   ・カテーテル留置部位    上大静脈内         

   ・装 具 の 種 類    ジャケットタイプ      
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   ・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に ３０日間  ) 

   ・療 法 の 連 続 性   (持 続 的 ・間 歇 的) 

   ・熱 量   (1日当たり 1,500    Kcal)  

 

② 経腸栄養法 

   ・開 始 日       年   月   日 

   ・カテーテル留置部位                 

   ・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に  日間) 

   ・療 法 の 連 続 性   (持 続 的 ・間 歇 的) 

   ・熱 量   (1日当たり     Kcal) 

  ③ 経口摂取 

   ・摂 取 の 状 態   (普通食、軽食、流動食、低残渣食) 

   ・摂 取 量   (普通量、中等量、少量) 

4 便の性状 (下痢、軟便、正常)  排便回数(1日     回) 

                        ↑ 

                           空腸瘻１日700～1000ml 

 5 検査所見 (測定日令和４年４月２０日) 

   赤 血 球 数 482万 ／mm3 血 色 素 量 13.8 g／dl 

   血 清 総 蛋 白 濃 度 8.3 g／dl  血清アルブミン濃度  5.3 g／dl 

   血清総コレステロール 1301 mg／dl 中 性 脂 肪  185mg／dl 

   濃 度 

   血清ナトリウム濃度 142 mEq／l 血 清 カ リ ウ ム 濃 度 4.1mEq／l 

   血 清 ク ロ ー ル 濃 度 101 mEq／l 血清マグネシウム濃度 1.5mEq／l 

   血清カルシウム濃度 5.2 mEq／l 

 (注) 1 手術時の残存腸管の長さは、腸間膜付着部の距離をいう。 

    2 中心静脈栄養法及び経腸栄養法による1日当たり熱量は、1週間の平均値によ

るものとする。 

    3 「経腸栄養法」とは、経管により成分栄養を与える方法をいう。 

    4 小腸切除(等級表1級又は3級に該当する大量切除の場合を除く｡)又は小腸疾患

による小腸機能障害の障害程度については再認定を要する。 

    5 障害認定の時期は、小腸大量切除の場合は手術時をもって行うものとし、そ

れ以外の小腸機能障害の場合は6箇月の観察期間を経て行うものとする。 
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事例 ３ 

不適切な事例 

栄養維持困難要件を満たさない 

〔解説〕 
「クローン病により中心静脈栄養法を実施してい

ること」は４級に該当する所見である。 

しかし、「栄養維持が困難な」要件については、 

① 体重減少率17.5％が最近３か月のものではない

こと（平成２２年～平成２３年にかけてのもの） 

②血清アルブミン濃度が4.1ｇ/dlであり、3.2g/dl

以下でないこと 

以上から、診断日の時点では、非該当である。 

今後、６か月間の経過観察を経て、再診断すること

が必要である。 
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第2号様式(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書( 小腸機能 障害用) 

 総括表 

  

氏 名 ○○○○ ○年○月○日（18歳） 男 女 

  

住 所 ○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記)  

栄養吸収障害 

② 原因となった

疾病・外傷名 
 クローン病 

外傷・疾病 

先天性・その他(     ) 

②  疾病・外傷発生年月日   平成２７年１１月 頃 

③  参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

 注腸検査（Ｈ２８年９月３日）、大腸内視鏡 検査（Ｈ２８年９月８日）で上行

結腸、盲腸、回腸末端部にコブル・ストーン様変化を認める。 
 

        障害固定又は障害確定(推定)    年  月  日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 

  

重症 

 

〔将来再認定 要(軽度化・重度化)・不要〕 

〔再認定の時期  1年後・3年後・5年後〕 

⑥ その他参考となる合併症状  

上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 

令和４年３月１６日 

病院又は診療所の名称 ○○○○病院   電話  （  ） 

所 在 地 ○○○○○ 

診 療 担 当 科 目 外科       医師氏名 ○○○○     ○印  

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

       ・該当する。 

       ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

       ４      級相当 

 

 留意事項 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問

い合わせする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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第12号様式(第3条関係) 

 小腸の機能障害の状況及び所見 

     身長 １５７．６ cm  体重 ５１．９ kg 体重減少率 １７．５ ％ 

         （観察期間 平成２７年１１月 ６３ｋｇ、Ｈ２８年９月４２ｋｇ) 

 1 小腸切除の場合   

  (1) 手術所見  ・切除小腸の部位           ・長さ    cm 

           ・残存小腸の部位  空腸及び回腸の一部・長さ   cm 

    ＜手術施行医療機関名                 ＞ 

     (できれば手術記録の写しを添付する｡) 

  (2) 小腸造影所見((1)が不明のとき｡)……(小腸造影の写しを添付する｡) 

    推定残存小腸の長さ、その他の所見 

回腸末端部に潰瘍、コブル・ストーンを認める。 

 2 小腸疾患の場合 

   病変部位、範囲、その他の参考となる所見 

 

  (注) 1及び2が併存する場合はその旨を併記すること。 

   ［参考図示］ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

３ 栄養維持の方法(該当項目に〇をする｡)  

①  中心静脈栄養法 

   ・開 始 日    令和４年３月１０日 

   ・カテーテル留置部位    鎖骨下静脈 （右又は左）    

   ・装 具 の 種 類                    

① 平成23年8月31日～12月26日 

② 平成25年10月4日～11月1日 

③ 平成27年3月13日～4月1日 

④ 平成27年6月6日～9月4日 

⑤ 平成28年8月14日～10月9日 
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   ・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に ６４ 日間) 

   ・療 法 の 連 続 性   (持 続 的 ・間 歇 的) 

   ・熱 量   (1日当たり １２００ Kcal)  

 

② 経腸栄養法 

   ・開 始 日    せず 

   ・カテーテル留置部位                 

   ・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に     日間) 

   ・療 法 の 連 続 性   (持 続 的 ・間 歇 的) 

   ・熱 量   (1日当たり      Kcal) 

  ③ 経口摂取 

   ・摂 取 の 状 態   (普通食、軽食、流動食、低残渣食) 

   ・摂 取 量   (普通量、中等量、少量) 

 4 便の性状 (下痢、軟便、正常)  排便回数(1日 ２～３ 回) 

 5 検査所見 (測定日 令和４年３月９日) 

   赤 血 球 数    541 ／mm 血 色 素 量   10.7 g／dl 

   血 清 総 蛋 白 濃 度   6.8 g／dl 血清アルブミン濃度   4.1 g／dl 

   血清総コレステロール  139 mg／dl 中 性 脂 肪   92 mg／dl 

   濃 度 

   血清ナトリウム濃度  137 mEq／l 血 清 カ リ ウ ム 濃 度   4.0 mEq／l 

   血 清 ク ロ ー ル 濃 度   97 mEq／l  血清マグネシウム濃度 2.9 mｇ／l 

   血清カルシウム濃度   9.5 mｇ／l 

 (注) 1 手術時の残存腸管の長さは、腸間膜付着部の距離をいう。 

    2 中心静脈栄養法及び経腸栄養法による1日当たり熱量は、1週間の平均値によ

るものとする。 

    3 「経腸栄養法」とは、経管により成分栄養を与える方法をいう。 

    4 小腸切除(等級表1級又は3級に該当する大量切除の場合を除く｡)又は小腸疾患

による小腸機能障害の障害程度については再認定を要する。 

    5 障害認定の時期は、小腸大量切除の場合は手術時をもって行うものとし、そ

れ以外の小腸機能障害の場合は6箇月の観察期間を経て行うものとする。 

 

さ 
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〔解説〕 
中心静脈栄養法を、６か月間持続的に行ってい

るものの、中心静脈栄養法導入の原因が、「子宮

頚癌再発による腸閉塞に対するイレウス管を留

置したこと」によるものであり、物理的な腸閉

塞は、小腸全体の機能を著しく低下させる疾病

としては認められないことから非該当である。 

事例 ４ 

不適切な事例・小腸疾患非該当 
 

〔都の基準〕 

「小腸疾患」を次のように規定している。 

・ クローン病 

・ 腸管ベーチェット病 

・ 非特異性小腸潰瘍 

・ 特発性仮性腸閉塞症 

・ 乳児期難知性下痢症 

・ その他の良性の吸収不良症候群 
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第2号様式(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書( 小腸機能 障害用) 

 総括表 

  

氏 名 ○○○○ ○年○月○日（４１歳） 男 女 

  

住 所 ○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記) 小腸機能障害 

② 原因となった

疾病・外傷名 
 子宮頸癌再発による腸閉塞 

外傷・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日   令和３年７月８日 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

令和３年上記にて手術、術後骨盤内再発によるイレウスとなる 

イレウス管挿入し加療、抜去するとイレウスとなるため、イレウス管挿入したま

まとなる 

 

        障害固定又は障害確定(推定) 令和３年７月８日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 

 

イレウス管が挿入されており、経口摂取は不可。 

中心静脈栄養にて栄養維持を行っている 

 

〔将来再認定 要（軽度化・重度化）・不要〕 

〔再認定の時期 １年後・３年後・５年後〕 

⑥ その他参考となる合併症状  

上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 

令和４年５月２７日 

病院又は診療所の名称 ○○○○病院   電話  （  ） 

所 在 地 ○○○○○ 

診 療 担 当 科 目 一般・消化器外科 医師氏名 ○○○○     ○印  

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

       ・該当する。 

       ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

       ４      級相当 

 

 留意事項 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問

い合わせする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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第12号様式(第3条関係) 

 小腸の機能障害の状況及び所見 

     身長 １６６cm  体重 ５２．５ kg  体重減少率 １５ ％ 

                         (観察期間  １０ヶ月) 

 1 小腸切除の場合   

  (1) 手術所見 ・切除小腸の部位      ・長さ     cm 

          ・残存小腸の部位      ・長さ     cm 

    ＜手術施行医療機関名                  ＞ 

     (できれば手術記録の写しを添付する｡) 

  (2) 小腸造影所見((1)が不明のとき｡)……(小腸造影の写しを添付する｡) 

    推定残存小腸の長さ、その他の所見 

  

2 小腸疾患の場合 

   病変部位、範囲、その他の参考となる所見 

   下部小腸に痙性腹膜炎による狭窄あり 

 

 （注） １及び２が併存する場合はその旨を併記すること。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3 栄養維持の方法(該当項目に〇をする｡) 

①  中心静脈栄養法 

・開 始 日   令和３年１２月２８日 

・カテーテル留置部位     右内頚静脈         

・装 具 の 装 置     ＣＶポート         
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・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に ３６０ 日間 ) 

・療 法 の 連 続 性   (持 続 的・間 歇 的) 

・熱 量   (1日当たり  1,800  Kcal)  

 

② 経腸栄養法 

・開 始 日    

・カテーテル留置部位                 

・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に   日間) 

・療 法 の 連 続 性   (持 続 的・間 歇 的) 

・熱 量   (1日当たり     Kcal) 

  ③ 経口摂取 

・摂 取 の 状 態   (普通食、軽食、流動食、低残渣食) 

・摂 取 量   (普通量、中等量、少量) 

 4 便の性状 (下痢、軟便、正常)  排便回数(1日   回) 

 5 検査所見 (測定日令和４年５月１７日) 

   赤 血 球 数 297万 ／mm    血 色 素 量   9.3 g／dl 

   血 清 総 蛋 白 濃 度  5.9 g／dl  血清アルブミン濃度   2.5 g／dl 

   血清総コレステロール    mg／dl  中 性 脂 肪      mg／dl 

   濃 度 

   血清ナトリウム濃度  138 mEq／l  血 清 カ リ ウ ム 濃 度   5.0 mEq／l 

   血 清 ク ロ ー ル 濃 度  102 mEq／l  血清マグネシウム濃度       mEq／l 

   血清カルシウム濃度     mEq／l 

 (注) 1 手術時の残存腸管の長さは、腸間膜付着部の距離をいう。 

    2 中心静脈栄養法及び経腸栄養法による1日当たり熱量は、1週間の平均値によ

るものとする。 

    3 「経腸栄養法」とは、経管により成分栄養を与える方法をいう。 

    4 小腸切除(等級表1級又は3級に該当する大量切除の場合を除く｡)又は小腸疾患

による小腸機能障害の障害程度については再認定を要する。 

    5 障害認定の時期は、小腸大量切除の場合は手術時をもって行うものとし、そ

れ以外の小腸機能障害の場合は6箇月の観察期間を経て行うものとする。 
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〔解説〕 
中心静脈栄養法を、常時行っているとあるものの中心静脈

栄養法導入の原因が、「原発不明癌腹膜転移による小腸イ

レウスに対するイレウス管を挿入したこと」によるもので

あり、癌性腹膜炎による小腸イレウスは、小腸全体の機能

を著しく低下させる疾病としては認められないことから

非該当である。 

〔都の基準〕 

「小腸疾患」を次のように規定している。 

・クローン病 

・腸管ベーチェット病 

・非特異性小腸潰瘍 

・特発性仮性聴閉鎖症 

・乳児期難治性下痢症 

・その他の良性の吸収不良症候群 

事例 ５ 

不適切な事例・小腸疾患非該当 
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第2号様式(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書( 小腸機能 障害用) 

 総括表 

  

氏 名 ○○○○ ○年○月○日（６２歳） 男 女 

  

住 所 ○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記) 小腸機能障害 

② 原因となった

疾病・外傷名 

 原発性不明癌腹膜転移 

による小腸イレウス 

 

外傷・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日   令和４年５月１５日 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

原発不明癌腹膜転移に対し、化学療法施行後、無効となり、小腸イレウス合併し、

完全に経口摂取不能となり、令和４年５月１８日イレウス管挿入以後、中心静脈

栄養施行。常時１００％かつ禁食のうえ療養。 

 

        障害固定又は障害確定(推定) 令和４年５月１５日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 

原発不明癌、腹膜転移による小腸イレウス（腸閉塞）合併し、経口摂取不能。 

常時中心静脈栄養施行（１００％）要する。 

原発の進行増悪により、回復困難。生命予後不良。 

 

〔将来再認定 要（軽度化・重度化）・不要〕 

〔再認定の時期 １年後・３年後・５年後〕 

⑥ その他参考となる合併症状  

上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 

令和４年８月２５日 

病院又は診療所の名称 ○○○○病院   電話  （  ） 

所 在 地 ○○○○○ 

診 療 担 当 科 目 一般・消化器外科 医師氏名 ○○○○     ○印  

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

       ・該当する。 

       ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

       ４      級相当 

 

 留意事項 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問

い合わせする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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第12号様式(第3条関係) 

 小腸の機能障害の状況及び所見 

     身長 １７５cm  体重 ５３ kg  体重減少率 １７ ％ 

                         (観察期間  ３ヶ月) 

 1 小腸切除の場合   

  (1) 手術所見 ・切除小腸の部位      ・長さ     cm 

          ・残存小腸の部位      ・長さ     cm 

    ＜手術施行医療機関名                  ＞ 

     (できれば手術記録の写しを添付する｡) 

  (2) 小腸造影所見((1)が不明のとき｡)……(小腸造影の写しを添付する｡) 

    推定残存小腸の長さ、その他の所見 

  

2 小腸疾患の場合 

   病変部位、範囲、その他の参考となる所見 

   腹膜転移による、多発性小腸狭窄、閉塞 

 

 （注） １及び２が併存する場合はその旨を併記すること。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3 栄養維持の方法(該当項目に〇をする｡) 

①  中心静脈栄養法 

・開 始 日   令和４年５月１８日 

・カテーテル留置部位   右内頚            

・装 具 の 装 置   右内頚中心静脈カテーテル   
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・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に ７０ 日間 ) 55月月1188日日以以降降持持続続 

・療 法 の 連 続 性   (持 続 的・間 歇 的) 

・熱 量   (1日当たり  1,160  Kcal)  

 

② 経腸栄養法 

・開 始 日    

・カテーテル留置部位                 

・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に   日間) 

・療 法 の 連 続 性   (持 続 的・間 歇 的) 

・熱 量   (1日当たり     Kcal) 

  ③ 経口摂取 

・摂 取 の 状 態   (普通食、軽食、流動食、低残渣食) 

・摂 取 量   (普通量、中等量、少量) 

 4 便の性状 (下痢、軟便、正常)  排便回数(1日  ０回) 

 5 検査所見 (測定日令和４年８月５日) 

   赤 血 球 数 327万 ／mm    血 色 素 量   9.1 g／dl 

   血 清 総 蛋 白 濃 度    g／dl  血清アルブミン濃度   3.8 g／dl 

   血清総コレステロール    mg／dl  中 性 脂 肪      mg／dl 

   濃 度 

   血清ナトリウム濃度  137 mEq／l  血 清 カ リ ウ ム 濃 度   3.9 mEq／l 

   血 清 ク ロ ー ル 濃 度  91 mEq／l  血清マグネシウム濃度       mEq／l 

   血清カルシウム濃度     mEq／l 

 (注) 1 手術時の残存腸管の長さは、腸間膜付着部の距離をいう。 

    2 中心静脈栄養法及び経腸栄養法による1日当たり熱量は、1週間の平均値によ

るものとする。 

    3 「経腸栄養法」とは、経管により成分栄養を与える方法をいう。 

    4 小腸切除(等級表1級又は3級に該当する大量切除の場合を除く｡)又は小腸疾患

による小腸機能障害の障害程度については再認定を要する。 

    5 障害認定の時期は、小腸大量切除の場合は手術時をもって行うものとし、そ

れ以外の小腸機能障害の場合は6箇月の観察期間を経て行うものとする。 
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〔解説〕 

認定基準に照らすと「栄養所要量は推定エネルギー必要

量の48%（60％以上が１級）であること」、「最近６か月間

に60日実施（常時ではない）していること」から、「中心

静脈栄養法を随時行っているもの」として４級となる。 

しかし、本件については、「原因疾患が、癌性の小腸狭窄

が小腸全域に多発し、小腸全体の栄養吸収機能が低下し

ていること」、「中心静脈栄養法の実施は60日だが、持続

的であり、今後6か月間継続が予想されること」、「推定エ

ネルギー必要量の30％以上を満たしていること」から、

３級の認定が妥当である。 

 

（注）指定医が「推定エネルギー必要量」の算定根拠とす

る「Haｒｒis-Beｎeｄiｃｔの式等」は、学問上のもの

であるが、認定基準にはないため、採用しない。 

事例 ６ 

不適切な事例・推定エネルギー必要量 

の30％以上（１級でなく３級） 

的であり、今後６か月間継続が予想されること」、「推定エ

－31－



第2号様式(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書( 小腸機能 障害用) 

 総括表 

  

氏 名 ○○○○  ○年○月○日（５○才） 男 女 

  

住 所 ○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記) 小腸機能障害 

② 原因となった

疾病・外傷名 
 胃腫瘍 

外傷・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日   令和２年１２月頃 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

 令和２年１２月に胃全摘出術施行。令和３年９月頃から徐々にイレウス状態が進

行し、令和３年１２月頃より流動物以外は摂取不能となる。 

 

        障害固定又は障害確定(推定) 令和４年１月３１日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 

 経口摂取は流動食に限られる。 

 在宅静脈栄養を施行中。 

 

〔将来再認定 要(軽度化・重度化)・不要〕 

〔再認定の時期  1年後・3年後・5年後〕 

⑥ その他参考となる合併症状  

上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 

令和４年３月１日 

病院又は診療所の名称 ○○○○病院   電話  （  ） 

所 在 地 ○○○○○ 

診 療 担 当 科 目 外科             医師氏名 ○○○○     ○印  

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

       ・該当する。 

       ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

       １      級相当 

 

 留意事項 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問

い合わせする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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第12号様式(第3条関係) 

 小腸の機能障害の状況及び所見 

     身長 １４５ cm  体重 ４１ kg  体重減少率   ％ 

                      (観察期間   ) 

 1 小腸切除の場合   

  (1) 手術所見 ・切除小腸の部位         ・長さ    cm 

          ・残存小腸の部位         ・長さ    cm 

    ＜手術施行医療機関名                 ＞ 

     (できれば手術記録の写しを添付する｡) 

  (2) 小腸造影所見((1)が不明のとき｡)……(小腸造影の写しを添付する｡) 

    推定残存小腸の長さ、その他の所見 

 2 小腸疾患の場合 

   病変部位、範囲、その他の参考となる所見 

    腫瘍性の狭窄部位が多数存在する。 
     

 

  (注) 1及び2が併存する場合はその旨を併記すること。 

   ［参考図示］ 

 

 

 

  

 

 

 

3 栄養維持の方法(該当項目に〇をする｡ 

①  中心静脈栄養法 

   ・開 始 日    令和３年１２月２４日 

   ・カテーテル留置部位     鎖骨下          

   ・装 具 の 種 類     ＭＲＩポート       

 

 

－ 33 －



 

   ・最近6箇月間の実施状況   (最近６箇月間に   ６０ 日間) 

   ・療 法 の 連 続 性   (持 続 的 ・間 歇 的) 

   ・熱 量   (1日当たり １０００ Kcal)  

 

 

② 経腸栄養法 

   ・開 始 日    

   ・カテーテル留置部位                  

   ・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に    日間) 

   ・療 法 の 連 続 性   (持 続 的 ・間 歇 的) 

   ・熱 量   (1日当たり      Kcal) 

  ③ 経口摂取 

   ・摂 取 の 状 態   (普通食、軽食、流動食、低残渣食) 

   ・摂 取 量   (普通量、中等量、少量) ほとんど水分のみ 

 4 便の性状 (下痢、軟便、正常)  排便回数(1日     回) 

 5 検査所見 (測定日 令和４年２月２６日) 

   赤 血 球 数   280 ／mm 血 色 素 量   7.9 g／dl 

   血 清 総 蛋 白 濃 度   5.6 g／dl 血清アルブミン濃度   3.2 g／dl 

   血清総コレステロール  86 mg／dl  中 性 脂 肪    mg／dl 

   濃 度 

   血清ナトリウム濃度 139 mEq／l 血 清 カ リ ウ ム 濃 度    4.1 mEq／l 

   血 清 ク ロ ー ル 濃 度 100 mEq／l 血清マグネシウム濃度     mEq／l 

   血清カルシウム濃度    mEq／l 

 (注) 1 手術時の残存腸管の長さは、腸間膜付着部の距離をいう。 

    2 中心静脈栄養法及び経腸栄養法による1日当たり熱量は、1週間の平均値によ

るものとする。 

    3 「経腸栄養法」とは、経管により成分栄養を与える方法をいう。 

    4 小腸切除(等級表1級又は3級に該当する大量切除の場合を除く｡)又は小腸疾患

による小腸機能障害の障害程度については再認定を要する。 

    5 障害認定の時期は、小腸大量切除の場合は手術時をもって行うものとし、そ

れ以外の小腸機能障害の場合は6箇月の観察期間を経て行うものとする。 
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診断書・意見書の照会表 
手帳申請者氏名 ○○○○ 生 年 月 日 昭和○○年○○月○○日 

手帳申請者住所 ○○○○○○○○ 
診 断 年 月 日 令和４年 ３月 １日  
 
 
 
照 会 内 容 

本診断書では 
・中心静脈栄養法での栄養摂取量は １０００ｋｃａｌで厚生労働省の推定

エネルギー所要量（５０～６９歳では２１００ｋｃａｌ）の５０％少しで

１級の要件である「６０％以上」を満たしていないこと。 
・また、最近６ヶ月間の観察期間中、同栄養法を実施したのは６０日であり、

３級の要件である「常時中心静脈栄養法を行う」でいう常時には該当しな

いこと 
から、今回は４級で認定を行い、中心静脈栄養法を開始した後、６ヶ月経過

した時点で、再認定を行うことが妥当と思われますが、いかがでしょうか。 

 １ 資料表１日本人の栄養所要量は、その年齢の平均的体格の健康な人

間が通常の社会生活を営むことを前提としたものです。 
この患者の基礎エネルギー消費量を Ｈａｒｒｉｓ－Ｂｅｎｅｄｉｃ

ｔｏの式で算出すると 
６６．５＋１３．７５×４１（ｋｇ）＋５．００３×１４５（ｃｍ）

－６．７７５×６１（歳）＝９４２．４１（ｋｃａｌ／日） 
となります。 

Ｌｏｎｇの方法に準じて活動係数 １．３を乗じると必要エネルギー量

は１２２５．１３３ｋｃａｌになり、中心静脈栄養法投与量はその６０％

（７３５ｋｃａｌ）を十分上回ります。 
 
２ クローン病と本患者の原疾患は、根本的に異なります。癌性の小腸

狭窄に、自然寛解はあり得ません。したがって、本症例については、６

ヶ月の経過観察は、不要であり妥当ではないと考えます。 
 
 
 
 

令和  年  月  日 
            

           指定医名（自署）            
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〔解説〕 
中心静脈栄養法を2000Ｋｃａｌ／日を約６か月

間行っているが、「難治性小腸瘻をきたした」こ

とで、十分な栄養補給が困難となったことから、

原因疾患が認定基準に定める小腸疾患には該当

しないため非該当である。 

事例 ７ 

不適切な事例・小腸疾患非該当 
 

〔都の基準〕 

原因を小腸切除又は小腸疾患としており、 

小腸疾患を 

「クローン病」「腸管ベーチェット病」「非特異

性小腸潰瘍」「特発性仮性腸閉塞症」「乳児期難治

性下痢症」「その他の良性の吸収不良症候群」と

定めており、これらの疾患は、小腸自体の栄養吸

収機能が著しく低下する疾患と解されておりま

す。 

－ 36 －



 

 

 

第2号様式(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書( 小腸機能 障害用) 

 総括表 

  

氏 名 ○○○○ ○年○月○日（４６歳） 男 女 

  

住 所 ○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記) 小腸人工肛門、難治性小腸瘻孔 

② 原因となった

疾病・外傷名 
 胃癌、腹膜播腫 

外傷・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日   不詳 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

胃癌、腹膜播腫に対し、手術・化学療法施行 

病状増悪に対し、令和４年４月１６日小腸人工肛門造設した。 

その後、難治性小腸瘻孔併発した。 

        障害固定又は障害確定(推定) 令和４年４月１６日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 

 

腹部に小腸人工肛門と難治性小腸瘻孔あり。 

 

〔将来再認定 要（軽度化・重度化）・不要〕 

〔再認定の時期 １年後・３年後・５年後〕 

⑥ その他参考となる合併症状  

上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 

令和４年９月２０日 

病院又は診療所の名称 ○○○○病院   電話  （  ） 

所 在 地 ○○○○○ 

診 療 担 当 科 目 一般・消化器外科 医師氏名 ○○○○     ○印  

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

       ・該当する。 

       ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

       ３      級相当 

 

 留意事項 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問

い合わせする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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第12号様式(第3条関係) 

 小腸の機能障害の状況及び所見 

     身長    cm  体重      kg  体重減少率    ％ 

                         (観察期間    ) 

 1 小腸切除の場合   

  (1) 手術所見 ・切除小腸の部位      ・長さ     cm 

          ・残存小腸の部位      ・長さ     cm 

    ＜手術施行医療機関名                  ＞ 

     (できれば手術記録の写しを添付する｡) 

  (2) 小腸造影所見((1)が不明のとき｡)……(小腸造影の写しを添付する｡) 

    推定残存小腸の長さ、その他の所見 

  

2 小腸疾患の場合 

   病変部位、範囲、その他の参考となる所見 

   胃癌再発による癌性腹膜炎、腸閉塞手術後小腸人工肛門造設するも、小腸穿孔を 

   併発し、正中創より腸内容が排出し、小腸人工肛門の状態となっている。 

 （注） １及び２が併存する場合はその旨を併記すること。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3 栄養維持の方法(該当項目に〇をする｡) 

①  中心静脈栄養法 

・開 始 日   令和４年３月上旬 

・カテーテル留置部位    右鎖骨下          

・装 具 の 装 置    ポート           
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・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に １８０日 ) 

・療 法 の 連 続 性   (持 続 的・間 歇 的) 

・熱 量   (1日当たり  2,000  Kcal)  

 

② 経腸栄養法 

・開 始 日    

・カテーテル留置部位                 

・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に   日間) 

・療 法 の 連 続 性   (持 続 的・間 歇 的) 

・熱 量   (1日当たり     Kcal) 

  ③ 経口摂取 

・摂 取 の 状 態   (普通食、軽食、流動食、低残渣食) 

・摂 取 量   (普通量、中等量、少量) 

 4 便の性状 (下痢、軟便、正常)  排便回数(1日   回) 

 5 検査所見 (測定日令和４年９月１０日) 

   赤 血 球 数 274万 ／mm3   血 色 素 量   8.6 g／dl 

   血 清 総 蛋 白 濃 度  5.0 g／dl  血清アルブミン濃度   2.4 g／dl 

   血清総コレステロール    mg／dl  中 性 脂 肪      mg／dl 

   濃 度 

   血清ナトリウム濃度 136   mEq／l  血 清 カ リ ウ ム 濃 度   4.2 mEq／l 

   血 清 ク ロ ー ル 濃 度 103   mEq／l  血清マグネシウム濃度       mEq／l 

   血清カルシウム濃度 7.9   mEq／l 

 (注) 1 手術時の残存腸管の長さは、腸間膜付着部の距離をいう。 

    2 中心静脈栄養法及び経腸栄養法による1日当たり熱量は、1週間の平均値によ

るものとする。 

    3 「経腸栄養法」とは、経管により成分栄養を与える方法をいう。 

    4 小腸切除(等級表1級又は3級に該当する大量切除の場合を除く｡)又は小腸疾患

による小腸機能障害の障害程度については再認定を要する。 

    5 障害認定の時期は、小腸大量切除の場合は手術時をもって行うものとし、そ

れ以外の小腸機能障害の場合は6箇月の観察期間を経て行うものとする。 
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〔解説〕 
 小腸の大量切除後なるも、栄養維持は経口摂取

と中心静脈栄養法（30％以上）を併用している

状態から、３級相当の判定は適当である。 

 

事例 ８ 

適切な事例・小腸大量切除後、 

中心静脈栄養法30％以上 

〔都の基準〕 

等級３級に該当する障害は、次のいずれかに該当

し、かつ、栄養維持が困難となるため、推定エネ

ルギー必要量の30％以上を常時中心静脈栄養法

で行う必要のあるものをいう。 

ａ 疾患等により、小腸が切除され、残存空・回

腸が手術時75㎝以上150㎝未満（ただし乳幼児

期は30㎝以上75㎝未満）になったもの。 

ｂ 小腸疾患により永続的に小腸機能の一部を

喪失しているもの。 
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第2号様式(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書( 小腸機能 障害用) 

 総括表 

  

氏 名 ○○○○ ○年○月○日生（６７歳） 男 女 

  

住 所 ○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記) 小腸機能障害（術後短腸症候群） 

② 原因となった

疾病・外傷名 
 上腸間膜動脈血栓症 

外傷・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日   平成2９年7月24日頃 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

H２２.3/24下血、腹痛、3/25入院、3/26上腸間膜動脈造影、根部から５㎝のと

ころで完全閉鎖。 

 

        障害固定又は障害確定(推定) 令和２年7月26日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 

R２.7/26  空腸上部２０㎝のところの終末回腸４０㎝を残してその間切除 

R2.10/28 再手術 回盲部切除及び回腸上行結腸吻合（○○病院） 

 
 

 

〔将来再認定 要(軽度化・重度化)・不要〕 

〔再認定の時期  1年後・3年後・5年後〕 

⑥ その他参考となる合併症状 病的洞結節症候群、ペースメーカー挿入中 

上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 

令和４年４月９日 

病院又は診療所の名称 ○○○○病院   電話  （  ） 

所 在 地 ○○○○○ 

診 療 担 当 科 目 第一外科     医師氏名 ○○○○     ○印  

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

       ・該当する。 

       ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

       ３      級相当 

 

 留意事項 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問

い合わせする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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PP第12号様式(第3条関係) 

 小腸の機能障害の状況及び所見 

     身長 １６５ cm  体重 ５３ kg  体重減少率 ２  ％ 

                      (観察期間 １年10ヶ月  ) 

1 小腸切除の場合 

                 回腸上部20㎝以外全部 
  (1) 手術所見 ・切除小腸の部位 盲腸上行結腸   ・長さ 約500cm 
          ・残存小腸の部位 回腸上部２０㎝   ・長さ 20  cm 

    ＜手術施行医療機関名  ○○病院消化器外科          ＞ 

     (できれば手術記録の写しを添付する｡) 

  (2) 小腸造影所見((1)が不明のとき｡)……(小腸造影の写しを添付する｡) 

推定残存小腸の長さ、その他の所見 

上部８０㎝のみ 

  

2 小腸疾患の場合 

   病変部位、範囲、その他の参考となる所見 

 

 

 

     

  (注) 1及び2が併存する場合はその旨を併記すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 栄養維持の方法(該当項目に〇をする｡) 

①  中心静脈栄養法 

   ・開 始 日    令和２年7月26日 

   ・カテーテル留置部位    右内頸静脈          

   ・装 具 の 種 類    アーガイルカテーテル16Ｇ  
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   ・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に 180日間) 

   ・療 法 の 連 続 性   (持 続 的 ・間 歇 的) 

   ・熱 量   (1日当たり  700 Kcal)  

 

② 経腸栄養法 

   ・開 始 日    

   ・カテーテル留置部位                 

   ・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に   日間) 

   ・療 法 の 連 続 性   (持 続 的 ・間 歇 的) 

   ・熱 量   (1日当たり     Kcal) 

  ③ 経口摂取 ：水分制限あり 

   ・摂 取 の 状 態   (普通食、軽食、流動食、低残渣食) 

   ・摂 取 量   (普通量、中等量、少量) 

 4 便の性状 (下痢、軟便、正常)  排便回数(1日 1～2 回) 

 5 検査所見 (測定日令和４年２月１３日) 

   赤 血 球 数 443万 ／mm3 血 色 素 量 15 g／dl 

   血 清 総 蛋 白 濃 度 7.9 g／dl 血清アルブミン濃度 4.2 g／dl 

   血清総コレステロール 75 mg／dl 中 性 脂 肪  79mg／dl 

   濃 度 

   血清ナトリウム濃度 143 mEq／l 血 清 カ リ ウ ム 濃 度 5.2mEq／l 

   血 清 ク ロ ー ル 濃 度 109 mEq／l 血清マグネシウム濃度 1.6mEq／l 

   血清カルシウム濃度 4.8 mEq／l 

 (注) 1 手術時の残存腸管の長さは、腸間膜付着部の距離をいう。 

    2 中心静脈栄養法及び経腸栄養法による1日当たり熱量は、1週間の平均値によ

るものとする。 

    3 「経腸栄養法」とは、経管により成分栄養を与える方法をいう。 

    4 小腸切除(等級表1級又は3級に該当する大量切除の場合を除く｡)又は小腸疾患

による小腸機能障害の障害程度については再認定を要する。 

    5 障害認定の時期は、小腸大量切除の場合は手術時をもって行うものとし、そ

れ以外の小腸機能障害の場合は6箇月の観察期間を経て行うものとする。 
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〔解説〕 
残存小腸は20㎝で、大量切除に該当するため、手術時の認

定は可能であるが、中心静脈栄養法について、 

・推定エネルギー必要量の30％未満（27％）であること。 

・実施日数は、開始後約１か月間で間歇的に６日間である

ことから、４級にも該当しない。 

・経腸栄養法開始から診断日までが約１か月であり、６か

月の観察期間を経過していないため、障害認定時期として

は、時期尚早で非該当である。 

事例 ９ 

不適切な事例・中心静脈栄養法 

（必要量30％未満）間歇的実施 
 

〔都の基準〕 

等級４級に該当する障害は、小腸切除又は小腸疾患により

永続的に小腸機能の著しい低下があり、かつ、通常の経口

による栄養摂取では栄養維持が困難となるため、随時中心

静脈栄養法又は経腸栄養法で行う必要があるものをいう。 
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第2号様式(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書( 小腸機能 障害用) 

 総括表 

  

氏 名 ○○○○ ○年○月○日（７５歳） 男 女 

  

住 所 ○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記) 短腸症候群、小腸亜全適術後 

② 原因となった

疾病・外傷名 
 上腸間膜血栓症 

外傷・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日   令和４年１月２１日 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

 

R4.1.20 腹痛出現 

R4.1.21 当院受診、精密検査の結果、上腸間膜血栓症が疑われ、同日緊急手術 

施行。小腸壊死の為、小腸亜全適術施行。 

 

        障害固定又は障害確定(推定) 令和４年1月21日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 

 

小腸亜全摘術後における短腸症候群。 

永続的な小腸機能障害を認める。 

 

〔将来再認定 要（軽度化・重度化）・不要〕 

〔再認定の時期 １年後・３年後・５年後〕 

⑥ その他参考となる合併症状 下肢動脈血栓症 

上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 

令和４年１０月２４日 

病院又は診療所の名称 ○○○○病院   電話  （  ） 

所 在 地 ○○○○○ 

診 療 担 当 科 目 大腸・肛門科  医師氏名 ○○○○      ○印  

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

       ・該当する。 

       ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

       １      級相当 

 

 留意事項 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問

い合わせする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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第12号様式(第3条関係) 

 小腸の機能障害の状況及び所見 

     身長 １６８ cm  体重 ４０ kg  体重減少率 ２０ ％ 

                       (観察期間 ６ヶ月間 ) 

 1 小腸切除の場合   

  (1) 手術所見 ・切除小腸の部位      ・長さ ３００ cm 

          ・残存小腸の部位      ・長さ  ２０ cm 

    ＜手術施行医療機関名  ○○病院           ＞ 

     (できれば手術記録の写しを添付する｡) 

  (2) 小腸造影所見((1)が不明のとき｡)……(小腸造影の写しを添付する｡) 

    推定残存小腸の長さ、その他の所見 

  

2 小腸疾患の場合 

   病変部位、範囲、その他の参考となる所見 

    

 

 

     

  (注) 1及び2が併存する場合はその旨を併記すること。 

 

 

 

  

 

 

 

 

3 栄養維持の方法(該当項目に〇をする｡) 

①  中心静脈栄養法 

・開 始 日   令和４年９月２７日 

・カテーテル留置部位    右鎖骨下静脈        

・装 具 の 装 置    Borcl Port Implanted Port   
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・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に ６日間 ) 

・療 法 の 連 続 性   (持 続 的・間 歇 的) 

・熱 量   (1日当たり ５００ Kcal)  

 

② 経腸栄養法 

・開 始 日    

・カテーテル留置部位                 

・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に    日間) 

・療 法 の 連 続 性   (持 続 的・間 歇 的) 

・熱 量   (1日当たり      Kcal) 

  ③ 経口摂取 

・摂 取 の 状 態   (普通食、軽食、流動食、低残渣食) 

・摂 取 量   (普通量、中等量、少量) 

 4 便の性状 (下痢、軟便、正常)  排便回数(1日  ４ 回) 

 5 検査所見 (測定日令和４年１０月５日) 

   赤 血 球 数  284  ／mm    血 色 素 量   9.7 g／dl 

   血 清 総 蛋 白 濃 度   5.8 g／dl  血清アルブミン濃度   3.3 g／dl 

   血清総コレステロール  115 mg／dl  中 性 脂 肪  130 mg／dl 

   濃 度 

   血清ナトリウム濃度  141 mEq／l  血 清 カ リ ウ ム 濃 度  3.9 mEq／l 

   血 清 ク ロ ー ル 濃 度  106 mEq／l  血清マグネシウム濃度  2.0 mEq／l 

   血清カルシウム濃度   8.4 mEq／l 

 (注) 1 手術時の残存腸管の長さは、腸間膜付着部の距離をいう。 

    2 中心静脈栄養法及び経腸栄養法による1日当たり熱量は、1週間の平均値によ

るものとする。 

    3 「経腸栄養法」とは、経管により成分栄養を与える方法をいう。 

    4 小腸切除(等級表1級又は3級に該当する大量切除の場合を除く｡)又は小腸疾患

による小腸機能障害の障害程度については再認定を要する。 

    5 障害認定の時期は、小腸大量切除の場合は手術時をもって行うものとし、そ

れ以外の小腸機能障害の場合は6箇月の観察期間を経て行うものとする。 
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〔解説〕 
残存小腸は60㎝で、大量切除後であるが、平成

28年11月16日以降は中心静脈栄養法を中止して

いる。その後は、診断書上では、「経腸栄養法」

の欄の記載となっているが、「１日あたり300～

500Kcalを経口摂取」により栄養維持しているこ

とから、４級には該当せず非該当である。 

事例 １０ 

不適切な事例・小腸大量切除後、 

中心静脈栄養法中止後経口栄養維持 
 

〔都の基準〕 

等級４級の認定要件である「経腸栄養法」は、経管により

成分栄養を与える方法としている。特殊加工栄養経口摂取

により栄養補給が可能なものは、該当しない。 
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第2号様式(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書( 小腸機能 障害用) 

 総括表 

  

氏 名 ○○○○ ○年○月○日（５９歳） 男 女 

  

住 所 ○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記) 短腸症候群、胃全摘後 

② 原因となった

疾病・外傷名 

胃ガン術後の 

絞扼性イレウス 

外傷・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日   令和３年６月２２日 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

令和３年１月１０日胃ガンに対し胃全摘術実施（PROU×Y吻合） 

その後、外来通院中、絞扼性イレウスを発症。○○病院で緊急手術。大量小腸切

除が実施された。 

その後、退院したが、体重減少、倦怠感が持続している。 

残存小腸は手術所見上４０㎝。術後透視所見上は約６０㎝である。 
        障害固定又は障害確定(推定) 令和３年６月２２日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 

胃全摘手術後に発症した絞扼性イレウスで小腸大量切除実施。 

短腸症候群による低栄養、低体重あり。補液と経口流動食の摂取を必要としてい

る。 

胃全摘後であることが栄養摂取を更に不良にしていると考えられる。 

 

〔将来再認定 要（軽度化・重度化）・不要〕 

〔再認定の時期 １年後・３年後・５年後〕 

⑥ その他参考となる合併症状 胃全摘後（再発はなし） 

上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 

令和４年１月１５日 

病院又は診療所の名称 ○○○○病院   電話  （  ） 

所 在 地 ○○○○○ 

診 療 担 当 科 目 消化器内科   医師氏名 ○○○○      ○印  

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

       ・該当する。 

       ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

       １      級相当 

 

 留意事項 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問

い合わせする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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第12号様式(第3条関係) 

 小腸の機能障害の状況及び所見 

     身長 １６５ cm  体重 ４０．１ kg  体重減少率 ２．３ ％ 

                        (観察期間 6.5ヶ月 ) 

 1 小腸切除の場合   

  (1) 手術所見 ・切除小腸の部位        ・長さ 約３００ cm 

          ・残存小腸の部位        ・長さ   ６０ cm 

    ＜手術施行医療機関名  ○○病院              ＞ 

     (できれば手術記録の写しを添付する｡) 

  (2) 小腸造影所見((1)が不明のとき｡)……(小腸造影の写しを添付する｡) 

    推定残存小腸の長さ、その他の所見 

  

2 小腸疾患の場合 

   病変部位、範囲、その他の参考となる所見 

    

 

 

     

  (注) 1及び2が併存する場合はその旨を併記すること。 

 

 

 

  

 

 

 

 

3 栄養維持の方法(該当項目に〇をする｡) 

①  中心静脈栄養法 

・開 始 日   令和３年１０月 

・カテーテル留置部位    左頚部 感染のため１１月に抜去  

・装 具 の 装 置                     

 

Rou×Y脚から肛側 
30㎝～回盲部から 
口側10㎝まで 

 

 

30㎝ 

10㎝ 
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・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に ２０日間) 

・療 法 の 連 続 性   (持 続 的・間 歇 的) 

・熱 量   (1日当たり １５００Kcal)  

 

②  経腸栄養法 

・開 始 日   令和３年１１月１６日 

・カテーテル留置部位      経口        

・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に   日間) 

・療 法 の 連 続 性   (持 続 的・間 歇 的) 

・熱 量   (1日当たり 300～500Kcal) 

  ③ 経口摂取 

・摂 取 の 状 態   (普通食、軽食、流動食、低残渣食) 

・摂 取 量   (普通量、中等量、少量) 

 4 便の性状 (下痢、軟便、正常)  排便回数(1日 ２～５回) 

 5 検査所見 (測定日令和４年１月４日) 

   赤 血 球 数   363 ／mm    血 色 素 量  12.0 g／dl 

   血 清 総 蛋 白 濃 度  5.5 g／dl  血清アルブミン濃度   3.2 g／dl 

   血清総コレステロール 114 mg／dl  中 性 脂 肪   43 mg／dl 

   濃 度 

   血清ナトリウム濃度 139 mEq／l  血 清 カ リ ウ ム 濃 度   3.9 mEq／l 

   血 清 ク ロ ー ル 濃 度 102 mEq／l  血清マグネシウム濃度       mEq／l 

   血清カルシウム濃度  7.2 mEq／l 

 (注) 1 手術時の残存腸管の長さは、腸間膜付着部の距離をいう。 

    2 中心静脈栄養法及び経腸栄養法による1日当たり熱量は、1週間の平均値によ

るものとする。 

    3 「経腸栄養法」とは、経管により成分栄養を与える方法をいう。 

    4 小腸切除(等級表1級又は3級に該当する大量切除の場合を除く｡)又は小腸疾患

による小腸機能障害の障害程度については再認定を要する。 

    5 障害認定の時期は、小腸大量切除の場合は手術時をもって行うものとし、そ

れ以外の小腸機能障害の場合は6箇月の観察期間を経て行うものとする。 
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〔解説〕 
残存小腸40㎝であるが、中心静脈栄養法を脱し、

常時の経腸栄養法によって安定的に栄養維持し

ている状態から、０歳児であっても４級の判定

は適当である。 

なお、発育により障害の状態に変化を生じる可

能性があることから、将来再認定をすることが

適当である。 

事例 １１ 

適切な事例・残存小腸40㎝、 

常時の経腸栄養法による栄養維持 

〔都の基準〕 

等級４級に該当する障害は、小腸切除又は小腸疾患によ

り永続的に小腸機能の著しい低下があり、かつ、通常の

経口による栄養摂取では栄養維持が困難となるため、随

時中心静脈栄養法又は経腸栄養法で行う必要があるも

のをいう。 
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第2号様式(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書( 小腸機能 障害用) 

 総括表 

  

氏 名 ○○○○ ○年○月○日生(９ヶ月) 男 女 

  

住 所 ○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記) 小腸機能障害 

② 原因となった

疾病・外傷名 
 中腸軸捻症 

外傷・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日   令和３年7月26日 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

○イ  中腸軸捻症にて小腸切除を行う（残存小腸40㎝） 

○ロ  7月28日から12月29日まで中心静脈栄養を施行 

○ハ  11月9日から成分栄養を開始。現在も継続中である。 

 

        障害固定又は障害確定(推定) 令和３年10月7日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 

 

 経腸栄養法で安定的に栄養維持している。（20～60cal/kg） 
 

 

〔将来再認定 要(軽度化・重度化)・不要〕 

〔再認定の時期  1年後・3年後・5年後〕 

⑥ その他参考となる合併症状  

上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 

令和４年４月３０日 

病院又は診療所の名称 ○○○○病院   電話  （  ） 

所 在 地 ○○○○○ 

診 療 担 当 科 目 外科 医師氏名 ○○○○        ○印  

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

       ・該当する。 

       ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

       ４      級相当 

 

 留意事項 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問

い合わせする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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第12号様式(第3条関係) 

 小腸の機能障害の状況及び所見 

   身長 ①48.4 ㎝  体重 ①3.176 ㎏  体重減少率  ％ 
②66.5       ②6.705 

  （①：生下時（R3.7.27）②：退院時（R4.3.11）(観察期間 7ヶ月13日) 

 

1 小腸切除の場合   

  (1) 手術所見 ・切除小腸の部位 空腸回腸 ・長さ ５６ cm 

          ・残存小腸の部位 空腸回腸 ・長さ ４０ cm 

    ＜手術施行医療機関名  ○○病院             ＞ 

     (できれば手術記録の写しを添付する｡) 

  (2) 小腸造影所見((1)が不明のとき｡)……(小腸造影の写しを添付する｡) 

    推定残存小腸の長さ、その他の所見 

 2 小腸疾患の場合 

   病変部位、範囲、その他の参考となる所見 

    

 

 

     

  (注) 1及び2が併存する場合はその旨を併記すること。  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3 栄養維持の方法(該当項目に〇をする｡) 
①  中心静脈栄養法 

・開 始 日   令和３年７月２８日（3.12.29まで） 

・カテーテル留置部位    上大静脈          

・装 具 の 装 置                  

 

 

－ 54 －



 

 

・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に 150日間 ) 

・療 法 の 連 続 性   (持 続 的・間 歇 的) 

・熱 量   (1日当たり60～100cal/kg )  

 

②  経腸栄養法 

・開 始 日   令和３年11月9日 

・カテーテル留置部位     胃内          

・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に 180 日間) 

・療 法 の 連 続 性   (持 続 的・間 歇 的) 

・熱 量   (1日当たり 20～60cal/kg ) 

 

  ③ 経口摂取 

   ・摂 取 の 状 態   (普通食、軽食、流動食、低残渣食) 

   ・摂 取 量   (普通量、中等量、少量) 

 4 便の性状 (下痢、軟便、正常)  排便回数(1日   回) 

 5 検査所見 (測定日令和３年８月３日) 

   赤 血 球 数   451万 ／mm3    血 色 素 量  14.8 g／dl 

   血 清 総 蛋 白 濃 度   4.9 g／dl  血清アルブミン濃度   2.0 g／dl 

   血清総コレステロール 150 mg／dl  中 性 脂 肪   110mg／dl 

   濃 度 

   血清ナトリウム濃度 140 mEq／l  血 清 カ リ ウ ム 濃 度   3.9mEq／l 

   血 清 ク ロ ー ル 濃 度 106 mEq／l  血清マグネシウム濃度    mEq／l 

   血清カルシウム濃度  9.6 mEq／l 

 

 (注) 1 手術時の残存腸管の長さは、腸間膜付着部の距離をいう。 

    2 中心静脈栄養法及び経腸栄養法による1日当たり熱量は、1週間の平均値によ

るものとする。 

    3 「経腸栄養法」とは、経管により成分栄養を与える方法をいう。 

    4 小腸切除(等級表1級又は3級に該当する大量切除の場合を除く｡)又は小腸疾患

による小腸機能障害の障害程度については再認定を要する。 

    5 障害認定の時期は、小腸大量切除の場合は手術時をもって行うものとし、そ

れ以外の小腸機能障害の場合は6箇月の観察期間を経て行うものとする。 
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〔解説〕 
中心静脈栄養法を１日あたり630Kcal施行（最近６か月間

持続的施行）。推定エネルギー必要量の29.3％であるため、

認定基準に照らせば、４級相当となる。 

しかし、年齢13歳、身長151㎝に対して、体重が25㎏と、

吸収障害のための成長障害があるため、体重25㎏の児童

（女）の推定エネルギー必要量から、中心静脈栄養法によ

る栄養摂取が30％以上、60％未満と推測される。（体重25

㎏に相当する年齢は６～９歳と推測される。６～７歳とす

ると、50.4％、８～９歳とすると42％となる。） 

以上より、３級相当と認定し、あわせて、１年後の再認定

を行うべきである。 

事例 １２ 

不適切な事例・成長障害がある 

体重25㎏の推定エネルギー必要量 
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第2号様式(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書( 小腸機能 障害用) 

 総括表 

  

氏 名 ○○○○ ○○年○月○日（１３歳） 男 女 

  

住 所 ○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記) 小腸多量切除（短小腸症候群） 

② 原因となった

疾病・外傷名 

 小腸重積症、広範囲小腸壊死、

脳性麻痺（低酸素脳症） 

外傷・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日   令和３年９月２５日 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

 

上記診断のもと、緊急入院。入院直後多臓器不全。心肺停止蘇生。透析を行いつ

つ、令和３年９月２６日広範囲壊死小腸切除を行った。その後も３回の手術を行い、

現在入院加療中である。 

 

        障害固定又は障害確定(推定) 令和３年９月２６日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 

 

残存空回腸約１５㎝であり、約６０％を中心静脈栄養にたよる必要がある為、 

等級表１級に該当するものと思われる。 

 

〔将来再認定 要（軽度化・重度化）・不要〕 

〔再認定の時期 １年後・３年後・５年後〕 

⑥ その他参考となる合併症状 ぼうこう直腸障害、四肢麻痺、気管切開状態 

上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 

令和４年９月１７日 

病院又は診療所の名称 ○○○○病院   電話  （  ） 

所 在 地 ○○○○○ 

診 療 担 当 科 目 外科   医師氏名 ○○○○        ○印  

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

       ・該当する。 

       ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

       １      級相当 

 

 留意事項 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問

い合わせする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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第12号様式(第3条関係) 

 小腸の機能障害の状況及び所見 

     身長 １５１ cm   体重 ２５ kg   体重減少率 １７ ％ 

                       (観察期間 １１ヶ月) 

 1 小腸切除の場合   

  (1) 手術所見 ・切除小腸の部位      ・長さ 約４００ cm 

          ・残存小腸の部位      ・長さ  約１５ cm 

    ＜手術施行医療機関名  ○○病院            ＞ 

     (できれば手術記録の写しを添付する｡) 

  (2) 小腸造影所見((1)が不明のとき｡)……(小腸造影の写しを添付する｡) 

    推定残存小腸の長さ、その他の所見 

  

2 小腸疾患の場合 

   病変部位、範囲、その他の参考となる所見 

    

 

     

  (注) 1及び2が併存する場合はその旨を併記すること。 

   

  

 

 

 

 

 

3 栄養維持の方法(該当項目に〇をする｡) 

①  中心静脈栄養法 

・開 始 日    令和３年１０月２４日 

・カテーテル留置部位    左鎖骨下静脈        

・装 具 の 装 置                  

 

 

 

約12㎝ 

約3㎝ 
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・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に ６ヶ月間 ) 

・療 法 の 連 続 性   (持 続 的・間 歇 的) 

・熱 量   (1日当たり ６００ Kcal)  

 

②  経腸栄養法 

・開 始 日   令和４年６月２０日 

・カテーテル留置部位      胃瘻        

・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に ６ヶ月間 ) 

・療 法 の 連 続 性   (持 続 的・間 歇 的) 

・熱 量   (1日当たり  4００Kcal ) 

  ③ 経口摂取 

・摂 取 の 状 態   (普通食、軽食、流動食、低残渣食) 

・摂 取 量   (普通量、中等量、少量) 

 4 便の性状 (下痢、軟便、正常)  排便回数(1日 回)人工肛門から800ml前後/日 

 5 検査所見 (測定日令和４年９月７日) 

   赤 血 球 数 362×104／mm   血 色 素 量   11.6 g／dl 

   血 清 総 蛋 白 濃 度  5.4 g／dl  血清アルブミン濃度    3.1 g／dl 

   血清総コレステロール 146 mg／dl  中 性 脂 肪       mg／dl 

   濃 度 

   血清ナトリウム濃度 143 mEq／l  血 清 カ リ ウ ム 濃 度   3. 4mEq／l 

   血 清 ク ロ ー ル 濃 度 103 mEq／l  血清マグネシウム濃度   2.2 mEq／l 

   血清カルシウム濃度 11.5 mEq／l 

 (注) 1 手術時の残存腸管の長さは、腸間膜付着部の距離をいう。 

    2 中心静脈栄養法及び経腸栄養法による1日当たり熱量は、1週間の平均値によ

るものとする。 

    3 「経腸栄養法」とは、経管により成分栄養を与える方法をいう。 

    4 小腸切除(等級表1級又は3級に該当する大量切除の場合を除く｡)又は小腸疾患

による小腸機能障害の障害程度については再認定を要する。 

    5 障害認定の時期は、小腸大量切除の場合は手術時をもって行うものとし、そ

れ以外の小腸機能障害の場合は6箇月の観察期間を経て行うものとする。 
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〔解説〕 
月齢２ヶ月の乳児。 

小腸を大量切除しており残存小腸（45ｃｍ）は

３級相当である。（３級：残存小腸75ｃｍ以上150

ｃｍ未満、ただし乳幼児期は30ｃｍ以上75ｃｍ

未満） 

しかし、中心静脈栄養法での栄養摂取量が

120kcal／日と推定エネルギー必要量500kcal／

日の30％以上を満たしておらず（24％）現段階

では４級として認定することが適当である。 

 

事例 １３ 

不適切な事例・小腸大量切除、 

中心静脈栄養法（必要量30％未満） 
 

月齢２か月の乳児。
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第2号様式(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書( 小腸機能 障害用) 

 総括表 

  

氏 名 ○○○○ ○○年○月○日（２ヶ月） 男 女 

  

住 所 ○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記) 小腸多量切除術後、人工肛門造設状態 

② 原因となった

疾病・外傷名 
ヒルシュスプルング病類縁疾患 

外傷・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日   令和３年１２月９日 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

 

日齢１で胆汁性嘔吐、腹部膨満出現し、日齢２で外科疾患疑われ○○病院へ転院

した。日齢３で、人工肛門造設術施行、ヒルシュスプルング病類縁疾患の疑いとな

る。長期フォローアップ目的に令和４年１月２０日当院へ転院。同日人工肛門造設

術施行したが、腸炎の再燃があり、２月１０日小腸大量切除・人工肛門再造設術施

行した。 

        障害固定又は障害確定(推定) 令和４年２月１０日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 

 

 小腸大量切除術後であり、また、腸管の機能性障害のため、経口摂取は出来てお

らず、今後できても吸収不全が予想される。生涯にわたって経静脈栄養に頼ってい

く必要があると考えられる。 

 

〔将来再認定 要（軽度化・重度化）・不要〕 

〔再認定の時期 １年後・３年後・５年後〕 

⑥ その他参考となる合併症状 

上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 

令和４年２月２０日 

病院又は診療所の名称 ○○○○病院   電話  （  ） 

所 在 地 ○○○○○ 

診 療 担 当 科 目 外科   医師氏名 ○○○○        ○印  

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

       ・該当する。 

       ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

       １      級相当 

 

 留意事項 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問

い合わせする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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第12号様式(第3条関係) 

 小腸の機能障害の状況及び所見 

     身長 ４８．４ cm   体重 ２．１ kg   体重減少率 ２０ ％ 

                       (観察期間 ２ヶ月) 

 1 小腸切除の場合   

  (1) 手術所見 ・切除小腸の部位      ・長さ   ７２ cm 

          ・残存小腸の部位      ・長さ   ４５ cm 

    ＜手術施行医療機関名  ○○病院            ＞ 

     (できれば手術記録の写しを添付する｡) 

  (2) 小腸造影所見((1)が不明のとき｡)……(小腸造影の写しを添付する｡) 

    推定残存小腸の長さ、その他の所見 

  

2 小腸疾患の場合 

   病変部位、範囲、その他の参考となる所見 

 全小腸・結腸の腸管機能不全。 

 病理組織では切除腸管と横行結腸にて採取した腸管全層生検にてhypogangl ionosis

の所見であった。 

  (注) 1及び2が併存する場合はその旨を併記すること。 

   

  

 

 

 

 

 

3 栄養維持の方法(該当項目に〇をする｡) 

①  中心静脈栄養法 

・開 始 日    令和４年 ２月○○日 

・カテーテル留置部位    左橈側皮静脈        

・装 具 の 装 置    シラスコンカテーテル    
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・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に      ) 

・療 法 の 連 続 性   (持 続 的・間 歇 的) 

・熱 量   (1日当たり １２０ Kcal)  

 

② 経腸栄養法 

・開 始 日        年  月  日 

・カテーテル留置部位                

・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に      ) 

・療 法 の 連 続 性   (持 続 的・間 歇 的) 

・熱 量   (1日当たり     Kcal ) 

  ③ 経口摂取 

・摂 取 の 状 態   (普通食、軽食、流動食、低残渣食) 

・摂 取 量   (普通量、中等量、少量) 

 4 便の性状 (下痢、軟便、正常)  排便回数(1日 ０回) 

 5 検査所見 (測定日令和４年２月１５日) 

   赤 血 球 数  3.38   ／mm   血 色 素 量    9.4 g／dl 

   血 清 総 蛋 白 濃 度  4.8 g／dl  血清アルブミン濃度    3.4 g／dl 

   血清総コレステロール n/a  mg／dl  中 性 脂 肪   n/a mg／dl 

   濃 度 

   血清ナトリウム濃度 141 mEq／l  血 清 カ リ ウ ム 濃 度   4.5mEq／l 

   血 清 ク ロ ー ル 濃 度 106 mEq／l  血清マグネシウム濃度   2.0 mEq／l 

   血清カルシウム濃度  9.6 mEq／l 

 (注) 1 手術時の残存腸管の長さは、腸間膜付着部の距離をいう。 

    2 中心静脈栄養法及び経腸栄養法による1日当たり熱量は、1週間の平均値によ

るものとする。 

    3 「経腸栄養法」とは、経管により成分栄養を与える方法をいう。 

    4 小腸切除(等級表1級又は3級に該当する大量切除の場合を除く｡)又は小腸疾患

による小腸機能障害の障害程度については再認定を要する。 

    5 障害認定の時期は、小腸大量切除の場合は手術時をもって行うものとし、そ

れ以外の小腸機能障害の場合は6箇月の観察期間を経て行うものとする。 
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診断書・意見書の照会表 
手帳申請者氏名 ○○ ○○（２ヶ月） 生 年 月 日 平成○○年○○月○○日 
手帳申請者住所 ○○○○○○○ 
診 断 年 月 日 令和４年２月○○日  
 
 
 
照 会 内 容 

本診断書では「小腸機能障害」１級相当とのご意見です。 
都の認定基準では、小腸大量切除の場合、 

１級は 
・ 推定エネルギー必要量の６０％以上を常時、中心静脈栄養法で行ってい

るもの（乳幼児は残存小腸３０ｃｍ未満） 
３級は 
・推定エネルギー必要量の３０％以上を常時、中心静脈栄養法で行ってい

るもの（乳幼児は残存小腸３０ｃｍ以上、７５ｃｍ未満） 
４級は 
・通常の経口による栄養摂取では栄養維持が困難となるため、随時中心静脈

栄養法又は経腸栄養法で行う必要があるもの 
と、規定しています。 
 
 以上を踏まえて、診断書の所見を見ますと、小腸大量切除であり、中心静

脈栄養法を持続的に行なっていますが、 
・ 空回腸７２ｃｍ切除であり、残存小腸は４５ｃｍとなっていること 
・ 中心静脈栄養法は 1 日あたり１２０キロカロリーであり、推定エネルギ

ー必要量の２４％であること 
から、認定基準に照らせば、小腸機能障害４級相当と思われますがいかがで

しょうか。 
 なお、○○様は２ヶ月の幼児であり、体重２．１ｋｇですが、認定の参考

とするために、○○様の１日あたりのエネルギー必要量をご教示ください。 
 
以上、ご検討のうえ、ご回答をお願いいたします。 
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ご 回 答 
 

○小腸機能障害 
 
本症例は、ヒルシュスプルング病類縁疾患と診断されており、小腸全

長の蠕動障害があります。回腸末端は、ストマとしてドレナージしてい

るのみで、蠕動が無いため消化吸収には使用できません。 
 残存小腸３０ｃｍも蠕動は弱くチューブ空腸瘻、ストマを造設して内

容のドレナージを行っておりこの為消化吸収にかかわる小腸の長さは３

０ｃｍ未満になります。 
 また、実際、ほとんど経腸栄養剤の注入はできない状態です。 
 
○１日あたりのエネルギー必要量 
  
現在、体重は、２．３ｋｇとなって１日に必要なエネルギー投与量を

１２０ml／kg とすると２７６kcal／日で、現行の投与量は４３．５％ほ

どにすぎません。本来であれば２８０kcal／日近いカロリーを点滴で補

う必要がありますが（上記のように経消化管的な栄養投与がほぼ不可能

なため）中心静脈栄養管理に伴う肝機能障害でＧＯＴ、ＧＰＴは２００

IU／l を越して上昇中のためカロリー投与を減量せざるを得ない状況で

す。 
 
再度、等級意見をご記入ください 
 
    １  級 
 
   
 令和○○年○○月○○日   

 
指定医名（自署）   署 名     
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〔解説〕 
  生後２か月から推定エネルギー必要量の 

60％以上を中心静脈栄養法によって、 

栄養を補給している状態から、１級相当 

は適当である。 

 
 

事例 １４ 

適切な事例・生後２ヵ月、中心静脈栄養法 

（必要量60％以上）持続的実施 

〔都の基準〕 

等級１級に該当する障害は、次のいずれか

に該当し、かつ、栄養維持が困難となるた

め、推定エネルギー必要量の60％以上を常

時中心静脈栄養法で行う必要のあるもの

をいう。 

ａ 疾患等により、小腸が切除され、残存

空・回腸が手術時75㎝未満（ただし乳幼

児期は30㎝未満）になったもの。 

ｂ 小腸疾患により永続的に小腸機能の

大部分を喪失しているもの。 

 

60％以上を中心静脈栄養法によって、栄

養を補給している状態から、１級相当は

適当である。

－66－



 

 

第2号様式(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書( 小腸機能障害用) 

 総括表 

  

氏 名 ○○○○ ○年○月○日生（６歳） 男 女 

  

住 所 ○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記) 小腸機能障害 

② 原因となった

疾病・外傷名 
 乳児難治性下痢症 

外傷・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日   令和２８年４月１５日頃 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

 

生後数日より、下痢便１日約１０回体重増加不良（2500→2850／２ヶ月） 

生後２ヶ月より、高カロリー輸液（IVH）施行。以後種々の経腸栄養法を試みるも

寛解得られず、現在までIVH続行中。経口摂取カロリーは殆ど０。 

 

        障害固定又は障害確定(推定)令和１年４月頃 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 

 

生後２ヶ月から現在までIVHを施行しており、現在身長－２SD、体重7.5SDである

が、在宅静脈栄養法（HPN）により、保育園に通園も可能となった。今後、経口摂

取に順応するかどうかは経過観察を要する。 

 

〔将来再認定 要(軽度化・重度化)・不要〕 

〔再認定の時期  1年後・3年後・5年後〕 

⑥ その他参考となる合併症状  

上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 

令和４年４月３０日 

病院又は診療所の名称 ○○○○病院   電話  （  ） 

所 在 地 ○○○○○ 

診 療 担 当 科 目 小児外科 医師氏名 ○○○○        ○印  

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

       ・該当する。 

       ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

       １      級相当 

 

 留意事項 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問

い合わせする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 
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第12号様式(第3条関係) 

 小腸の機能障害の状況及び所見 

     身長 103.9 cm  体重 15.5 kg  体重減少率 2500 → ％ 2850ｇ 

                       (観察期間 生後より２ヶ月間 ) 

 1 小腸切除の場合   

  (1) 手術所見 ・切除小腸の部位         ・長さ    cm 

          ・残存小腸の部位         ・長さ    cm 

    ＜手術施行医療機関名                 ＞ 

     (できれば手術記録の写しを添付する｡) 

  (2) 小腸造影所見((1)が不明のとき｡)……(小腸造影の写しを添付する｡) 

    推定残存小腸の長さ、その他の所見 

  

2 小腸疾患の場合 

   病変部位、範囲、その他の参考となる所見 

   蛋白、糖不耐症あり、また便性とプロスタグランディンＥとＦ２の濃度が 

比較的よく相関し、また腸内細菌叢の乱れが認められる。空腸粘膜生検で 

は慢性の炎症性浸潤がみられる。その他器質的変化は認められない。 

     

  (注) 1及び2が併存する場合はその旨を併記すること。 

 

 

 

  

 

 

 

 

3 栄養維持の方法(該当項目に〇をする｡) 

①  中心静脈栄養法 

・開 始 日   平成２８年６月２５日 

・カテーテル留置部位    上大静脈          

・装 具 の 装 置    ショルダーバッグタイプ   

 

 

増加 
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・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に 全期間  ) 

・療 法 の 連 続 性   (持 続 的・間 歇 的) 

・熱 量   (1日当たり  1,450 Kcal)  

 

②  経腸栄養法 

・開 始 日   平成２８年７月頃 

・カテーテル留置部位                 

・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に ０ 日間) 

・療 法 の 連 続 性   (持 続 的・間 歇 的) 

・熱 量   (1日当たり   ０ Kcal) 

  ③ 経口摂取 

・摂 取 の 状 態   (普通食、軽食、流動食、低残渣食) 

・摂 取 量   (普通量、中等量、少量) 

 4 便の性状 (下痢、軟便、正常)  排便回数(1日 ２～３ 回) 

 5 検査所見 (測定日令和４年４月２４日) 

   赤 血 球 数 434万 ／mm3    血 色 素 量  13.4 g／dl 

   血 清 総 蛋 白 濃 度  6.8 g／dl  血清アルブミン濃度   4.2 g／dl 

   血清総コレステロール 120 mg／dl  中 性 脂 肪   116mg／dl 

   濃 度 

   血清ナトリウム濃度 133 mEq／l  血 清 カ リ ウ ム 濃 度   4.2mEq／l 

   血 清 ク ロ ー ル 濃 度 104 mEq／l  血清マグネシウム濃度   1.6mEq／l 

   血清カルシウム濃度  4.6 mEq／l 

 (注) 1 手術時の残存腸管の長さは、腸間膜付着部の距離をいう。 

    2 中心静脈栄養法及び経腸栄養法による1日当たり熱量は、1週間の平均値によ

るものとする。 

    3 「経腸栄養法」とは、経管により成分栄養を与える方法をいう。 

    4 小腸切除(等級表1級又は3級に該当する大量切除の場合を除く｡)又は小腸疾患

による小腸機能障害の障害程度については再認定を要する。 

    5 障害認定の時期は、小腸大量切除の場合は手術時をもって行うものとし、そ

れ以外の小腸機能障害の場合は6箇月の観察期間を経て行うものとする。 

オモユ
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〔解説〕 
栄養維持の方法は、中心静脈栄養法のみに全

面的に依存しており、２歳児ではあるが現状

においては、１級の判定は適当である。 

なお、経口摂取への順応の観察を要するとの

判断があることから、将来再認定の指導は必

要である。 

事例 １５ 

適切な事例・２歳児、中心静脈栄養法 

（必要量60％以上）持続的実施 

〔都の基準〕 

等級１級に該当する障害は、次のいずれかに該当

し、かつ、栄養維持が困難となるため、推定エネ

ルギー必要量の60％以上を常時中心静脈栄養法

で行う必要があるものをいう。 

ａ 疾患等により、小腸が切除され、残存空・回

腸が手術時75㎝未満（ただし乳幼児期は30㎝未

満）になったもの。 

ｂ 小腸疾患により永続的に小腸機能の大部分

を喪失しているもの。 

－ 70 －



 

 

第2号様式(第3条関係) 

身体障害者診断書・意見書( 小腸機能 障害用) 

 総括表 

  

氏 名 ○○○○ ○年○月○日生（２歳） 男 女 

  

住 所 ○○○○○○○ 

① 障害名(部位を明記) 小腸機能障害 

② 原因となった

疾病・外傷名 
 癒着性イレウス 

外傷・疾病 

先天性・その他(     ) 

③ 疾病・外傷発生年月日   令和２年３月２日 

④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む｡) 

 

生後間もなく発症した胆汁性嘔吐と腹部膨満を主訴として令和２年3月15日○

○病院に入院。同年3月19日先天性腸回転不全の診断のもと開腹手術を施行。 

ところが術後腸管通過障害があるために同年4月17日に再開腹し癒着剥離と壊死

性腸炎のある部分を切除、吻合した。その後も腸管の通過悪く、同年5月23日さら

に同年10月7日開腹して癒着剥離など行ったが、やはり腸管通過に障害があって全

面的に高カロリー輸液に依存している。 

 

        障害固定又は障害確定(推定) 令和２年9月10日 

⑤ 総合所見(再認定の項目も記入) 

  

現在経鼻的に胃管が挿入されていて、経口摂取は（経腸栄養も含めて）全く行わ

れていない。 

〔将来再認定 要(軽度化・重度化)・不要〕 

〔再認定の時期  1年後・3年後・5年 

⑥ その他参考となる合併症状 腸回転不全 

上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 

令和４年４月３０日 

病院又は診療所の名称 ○○○○病院   電話  （  ） 

所 在 地 ○○○○○ 

診 療 担 当 科 目  外科 医師氏名 ○○○○        ○印  

身体障害者福祉法第15条第3項の意見 

 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に

掲げる障害に 

       ・該当する。 

       ・該当しない。 

 障害程度等級についての参考意見 

 

       １      級相当 

 

 留意事項 障害区分や等級決定のため、東京都心身障害者福祉センターから改めて問

い合わせする場合があります。 

(日本産業規格A列4番) 

－ 71 －



 

 

第12号様式(第3条関係) 

 小腸の機能障害の状況及び所見 

     身長     cm  体重  ９．５ kg  体重減少率   ％ 

                      (観察期間   ) 

 1 小腸切除の場合   

  (1) 手術所見 ・切除小腸の部位  回腸    ・長さ  ３０ cm 

          ・残存小腸の部位  空腸    ・長さ   ？ cm 

    ＜手術施行医療機関名  ○○病院           ＞ 

     (できれば手術記録の写しを添付する｡) 

  (2) 小腸造影所見((1)が不明のとき｡)……(小腸造影の写しを添付する｡) 

    推定残存小腸の長さ、その他の所見 

 2 小腸疾患の場合 

   病変部位、範囲、その他の参考となる所見 

   腸管通過障害に対してこれまでに４回開腹手術を施行。 

小腸造影で通過は良好と思われるのに食餌摂取をはじめると嘔吐してしまう。 

     

  (注) 1及び2が併存する場合はその旨を併記すること。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3 栄養維持の方法(該当項目に〇をする｡) 

①  中心静脈栄養法 

・開 始 日    令和２年３月２６日 

・カテーテル留置部位    右大伏在静脈から中心静脈へ  

・装 具 の 装 置                   
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・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に 180日間  ) 

・療 法 の 連 続 性   (持 続 的・間 歇 的) 

・熱 量   (1日当たり    850 Kcal)  

② 経腸栄養法 

       ・開 始 日        年  月  日 

・カテーテル留置部位                 

・最近6箇月間の実施状況   (最近6箇月間に    日間) 

・療 法 の 連 続 性   (持 続 的・間 歇 的) 

・熱 量   (1日当たり      Kcal) 

  ③ 経口摂取 

・摂 取 の 状 態   (普通食、軽食、流動食、低残渣食) 

・摂 取 量   (普通量、中等量、少量) 

 4 便の性状 (下痢、軟便、正常)  排便回数(1日   回) 

 5 検査所見 (測定日令和４年4月19日) 

   赤 血 球 数334×104 ／mm3   血 色 素 量  10.7 g／dl 

   血 清 総 蛋 白 濃 度      g／dl   血清アルブミン濃度   4.2 g／dl 

   血清総コレステロール  161 mg／dl   中 性 脂 肪    168／dl 

   濃 度 

   血清ナトリウム濃度 140 mEq／l   血 清 カ リ ウ ム 濃 度   4.2mEq／l 

   血 清 ク ロ ー ル 濃 度 107 mEq／l   血清マグネシウム濃度   1.9mEq／l 

   血清カルシウム濃度  4.2 mEq／l 

 (注) 1 手術時の残存腸管の長さは、腸間膜付着部の距離をいう。 

    2 中心静脈栄養法及び経腸栄養法による1日当たり熱量は、1週間の平均値によ

るものとする。 

    3 「経腸栄養法」とは、経管により成分栄養を与える方法をいう。 

    4 小腸切除(等級表1級又は3級に該当する大量切除の場合を除く｡)又は小腸疾患

による小腸機能障害の障害程度については再認定を要する。 

    5 障害認定の時期は、小腸大量切除の場合は手術時をもって行うものとし、そ

れ以外の小腸機能障害の場合は6箇月の観察期間を経て行うものとする。 
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